
2025.4.3 いのちのとりで裁判 決起大集会

「いのちのとりで裁判」の現在地
～相次ぐ高裁判決の傾向分析

いのちのとりで裁判全国アクション

事務局長 弁護士 小久保 哲郎
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控訴審ラウンド～前半戦は１勝３敗
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①  2023年 4月 14日 大阪高裁（大阪訴訟） × 

20 2023年 5月 26日 千葉地裁 〇 

21 2023年 5月 30日 静岡地裁 〇 

22 2023年 10月 2日 広島地裁 〇 

②  2023年 11月 30日 名古屋高裁（愛知訴訟） ◎ 

23 2023年 12月 14日 那覇地裁 × 

24 2024年 1月 15日 鹿児島地裁 〇 

25 2024年 1月 24日 富山地裁 〇 

26 2024年 2月 22日 津地裁 〇 

③  2024年 3月 14日 仙台高裁秋田支部（秋田訴訟） × 

④  2024年 4月 26日 大阪高裁（兵庫訴訟） × 

 

逆転勝訴！

逆転敗訴
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後半戦は５勝１敗、通しで６勝４敗
地裁は那覇地裁以外全勝（８勝１敗）
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27 2024年 5月 30日 東京地裁②（行政訴訟専門部） 〇 

28 2024年 6月 13日 東京地裁③（行政訴訟専門部）岡田幸人裁判長 〇 

29 2024年 10月 28日 岡山地裁 〇 

①  2025年 1月 29日 福岡高裁（福岡訴訟） 〇 

30 2025年 2月 28日 松山地裁 〇 

②  2025年 3月 13日 大阪高裁（京都訴訟） 〇 

③  2025年 3月 13日 福岡高裁（佐賀訴訟） × 

④  2025年 3月 18日 札幌高裁（札幌訴訟） 〇 

⑤  2025年 3月 27日 東京高裁①（東京訴訟①） 〇 

⑥  2025年 3月 28日 東京高裁②（さいたま訴訟） 〇 

 

逆転勝訴！

逆転勝訴！

逆転勝訴！



高裁判決の特徴と評価

国側の変遷後の主張を明快に排斥

「デフレ調整」について、①個別論点については国の主張に「一
定の合理性」を認めつつも（但し、大阪高判は除く）、②生活保護世帯と消
費構造が大きく異なる一般世帯の消費ウエイトを用いたことを理由
に違法と判断

⇒ ①②は岡田（老齢加算訴訟最判担当調査官）判決の影響（？）

⇒ ②が「誰がどう考えてもおかしい譲れない一線」として確立
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高裁判決の特徴と評価

福岡高判（佐賀訴訟）は、変遷後の国の主張は「簡単には採用できない」、

デフレ調整の算出過程にも「相当の疑問はある」としつつ、朝日訴訟基準を採

用し、「納税者の理解は必須」「財政事情は考慮せざるを得ない」と国も主張し

ていない価値観を示す特異な判断

⇒ 影響は極めて限定的

高裁判決ラッシュでの５勝（うち３勝は逆転）、（裁判所内の“権威”の点で）連敗し

ていた大阪高裁での勝訴、東京高裁での２連勝の意義は大きい

⇒ 最高裁判決を前に一連の訴訟全体の流れは確定した
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2023年４月１４日

大阪高裁（大阪訴訟）逆転敗訴

2024年11月30日

名古屋高裁（愛知訴訟）逆転勝訴
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いよいよ、最高裁・第三小法廷での弁論と判決

3月26日に上告棄却、上告受理申立て受理決定

5月27日（火）に口頭弁論期日の指定

13時30分（～14時30分？） 大阪訴訟（いったん閉廷）

16時00分（～17時00分？） 愛知訴訟

傍聴席は最大44しかないが、並行して集会を開催

約1か月後に判決か
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最終決着にむけて、
原告・弁護団・支援の力をあわせて
全力を尽くそう！
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